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令和２年９月１０日判決言渡  

令和元年（行ウ）第１７９号 入札無効決定取消等請求事件 

主         文 

１ 本件訴えをいずれも却下する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 5 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求の趣旨 

 １ 大阪市長が原告に対し令和元年９月１３日付けでした入札無効の決定を取り

消す。 

 ２ 大阪市長がＡ株式会社に対し令和元年９月１３日付けでした落札者の決定を10 

取り消す。 

第２ 事案の概要 

別紙物件目録記載の各建物（以下「本件各建物」という。）を所有する被告は，

令和元年９月１３日，本件各建物について，あらかじめ定められた貸付条件に従

った管理運営をすることなどの条件の下に，借地借家法３８条に規定する定期建15 

物賃借権の設定を目的とする内容の賃貸借契約（以下「本件契約」という。）を締

結する相手方（賃借人）を募集する条件付一般競争入札（以下「本件入札」とい

う。）を実施し，開札の結果，その落札者をＡ株式会社（以下「Ａ」という。）で

ある旨の決定（以下「本件落札決定」という。）をした。 

本件は，本件入札に参加した業者の中で最高の価格をもって入札したにもかか20 

わらず，入札書に原告の適式な押印がないことを理由として本件入札が無効であ

る旨の決定（以下「本件入札無効決定」という。）を受けたとする原告が，本件入

札無効決定はあらかじめ定められていない新たな無効事由を作出してされたも

のであり，また，本件落札決定は最高の価格をもって入札した者と異なる者を落

札者であると決定するもので，いずれも違法であると主張して，被告に対し，本25 

件入札無効決定及び本件落札決定の取消しを求める事案である（なお，原告は，
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請求の趣旨２項に関し，取消しを求めている本件落札決定が令和元年９月１８日

付けでされたとするが，これは同月１３日付けであるから，そのように解する。）。 

被告は，本件において，本件入札無効決定及び本件落札決定は，行政事件訴訟

法３条２項に定める「処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たらないから

本件訴えは不適法なものとしていずれも却下されるべきである旨主張するため，5 

当裁判所は，本件訴えの適法性に関する中間の争いについて裁判をすることとし，

当該中間の争いの内容に応じ，裁判の結果として中間判決（本件訴えが適法であ

る場合）又は終局判決（本件訴えが不適法である場合）をすることとしたもので

ある。 

 １ 関係法令の定め 10 

   別紙関係法令の定めのとおり。 

 ２ 前提事実（当事者間に争いがないか，掲記の証拠等により容易に認定するこ

とができる事実。以下，書証番号は特記しない限り各枝番を含む。） 

  (1) 当事者等 

  ア 原告は，平成２３年に設立された，不動産の売買，仲介，あっせん，賃15 

貸及び管理等を目的とする，資本金５０００万円の株式会社である。（甲２

４，弁論の全趣旨） 

  イ 被告は，本件各建物を所有する地方公共団体である。 

  ウ Ａは，市街地再開発事業等によって建築された建築物の管理，運営を行

い，また，同事業に関連する施設の建設，経営を行うことにより市街地再20 

開発の円滑な促進に寄与することを目的とし，市街地再開発事業等により

建築された建築物の管理及び運営等を主な事業としている株式会社であ

る。（甲７） 

 (2) 本件入札の経緯等 

  ア 被告は，本件各建物をＢ協会に賃貸していたが，同法人との賃貸借契約25 

の期間が令和元年１１月３０日に満了することから，本件各建物について，
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同年１２月１日から令和１２年３月３１日までの期間を賃貸期間とする

本件契約の相手方となる新たな賃借人を募集することとし，本件契約の内

容を「市有財産定期建物賃貸借契約書（案）」にまとめるとともに「Ｃ町リ

バープレイス・Ｄ地区文化交流プラザ定期建物賃貸借契約による貸付の条

件付一般競争入札募集要項」（以下「本件募集要項」という。）を作成して5 

本件入札を行うこととし，令和元年７月頃，その公告をした。本件募集要

項においては，その予定価格として，本件契約における本件各建物の合計

賃料を月額１０９１万１１００円と定めること，入札参加応募の手続とし

て，入札参加希望者は令和元年７月１７日から同年８月８日までの間に事

前登録をした上で，所定の日時・場所において開催される現地見学会に参10 

加することのほか，入札及び開札を同年９月１３日に実施することとし，

入札参加者は，入札書に記載する賃料（月額・消費税等抜き）の６か月分

以上の入札保証金を納付することなどが明記された。（以上につき，甲１１，

１２） 

  イ 原告は，令和元年８月７日，大阪市都市整備局市街地整備部区画整理課15 

において入札参加申請をし，同月１９日及び同月２０日に開催された現地

見学会に参加した。（甲１２～１６，１９，弁論の全趣旨） 

  ウ 原告は，令和元年９月１３日，大阪市都市整備局市街地整備部区画整理

課において，本件入札の受付手続をするとともに，１億２０００万円の金

額を記載した入札保証金納付書及び同額面の金融機関振出小切手を大阪20 

市担当職員に交付し，入札保証金を納付した。（甲１８，弁論の全趣旨） 

    原告は，大阪市担当職員から交付された入札書に原告の本店所在地，商

号，代表者の肩書及び氏名並びに原告が希望する月額賃料（「２０００万

円」）を記載するとともに，原告の認め印（実印とは異なるもの）を押捺し，

これを提出して入札した。（甲２４，２６） 25 

    大阪市担当職員は，入札を締め切った上で開札をし，入札書を提出した



- 4 - 

原告，Ａ及びＥ株式会社（以下「Ｅ」という。）に対し，それぞれの入札価

格（月額賃料）が，順に，２０００万円，１６５２万００９５円及び１５

０８万円である旨を説明した上で，原告の入札が無効であるとして原告の

入札書に印を押捺して「無効」と表示し，本件入札無効決定をした。なお，

大阪市担当職員は，原告の求めに応じ，原告が提出した入札書に原告の実5 

印が押捺されていないことが本件入札無効決定の理由である旨を説明し

た。（以上につき，甲２６，弁論の全趣旨） 

  エ 被告は，令和元年９月１３日，本件入札の落札者をＡとする旨の決定（本

件落札決定）をし，同月１８日，本件入札における入札参加者が３者であ

り，その落札者はＡ，落札価格は月額１６５２万００９５円（消費税等を10 

除く。）である旨をウェブサイトにおいて公表した。（甲２８，弁論の全趣

旨） 

  オ 被告は，令和元年１０月４日，入札保証金１億２０００万円の返還をす

べく原告に対して同年９月１３日に現実に提供したものの，原告がその受

領を拒否したとして同額を供託した。（甲２９） 15 

 (3) 本件訴えの提起 

   原告は，令和元年１２月６日，本件訴えを提起した。（当裁判所に顕著な事

実） 

３ 中間の争いに係る争点  

 (1) 本件入札無効決定が「処分その他公権力の行使に当たる行為」（行政事件20 

訴訟法３条２項）に当たるか（争点１） 

 (2) 本件落札決定が「処分その他公権力の行使に当たる行為」（行政事件訴訟

法３条２項）に当たるか（争点２） 

４ 中間の争いに係る争点についての当事者の主張 

 (1) 争点１（本件入札無効決定が「処分その他公権力の行使に当たる行為」〔行25 

政事件訴訟法３条２項〕に当たるか）について 
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  （原告の主張） 

   行政庁の「処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当するか否かを判

断するに当たっては，具体的な法制度における当該行政活動が果たす役割，

特に，私人の権利義務に及ぼす影響を検討しなければならない。 

   この点についてみると，地方自治法２３４条３項は，一般競争入札を実施5 

する場合に，最高価格で入札した者を自動的に落札者とする旨を定め，最高

価格による入札者が，地方公共団体との間で一定の契約を締結する権利を有

するとともに，同契約の締結を義務付けられることを明らかにしている。こ

のことは，一般競争入札が実施され，最高価格による入札をした者は，地方

公共団体との間においてその相手方として契約を締結する地位を取得し，保10 

護されるべき利益を有するに至ったということができるから，一般競争入札

において落札者を決することは，入札参加者の権利義務に影響を及ぼす法的

効果があるというべきであるし，同条１項に基づいたこのような法的効果を

有する一般競争入札を行い得ること自体，地方公共団体の優越的地位に基づ

く公権力の発動に他ならないというべきである。 15 

   そうすると，地方公共団体が行う一般競争入札において，入札者に対し，

その入札（入札書の提出）が無効である旨の決定をすることは，当該入札者

が落札者となる可能性を奪うものとして地方自治法２３４条３項によって

保護されるべき利益を失わせるものであるから，このような決定も行政庁の

「処分その他公権力の行使に当たる行為」として取消訴訟の対象となるとい20 

うべきである。 

   したがって，本件入札において最高金額の入札書を提出した原告の入札を

無効とする本件入札無効決定は，「処分その他公権力の行使に当たる行為」

（行政事件訴訟法３条２項）に当たることは明らかである。 

  （被告の主張） 25 

  ア 本件契約のような賃貸借契約の締結は，一般の私人間の契約と同様に対
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等当事者間の法律関係である私法上の行為であり，その相手方を決める入

札において落札者が決定されたとしても，被告と落札者は，契約上の効果

として当該契約の契約当事者となり得る地位，すなわち予約当事者の地位

に立たせられるものにすぎない。このような契約相手を決める入札にあっ

ては，入札（入札書の提出）が無効であるとされたり，落札者を決めたり5 

といった事柄は，締結される契約の準備的行為にすぎないというべきであ

る。  

    したがって，本件契約においても本件入札はその準備的行為にすぎず，

本件入札においてされた本件入札無効決定についても，法の認める優越的

な意思の発動や，優越的地位に基づく公権力の発動でないことは明らかで10 

あるから，これが，権力の主体としての公共団体が行う行為のうちで，そ

の行為により直接国民の権利義務を形成し，又はその範囲を確定すること

が法律上認められているものに当たるとはいえず，「処分その他公権力の

行使に当たる行為」（行政事件訴訟法３条２項）に該当しないことは明らか

である。 15 

  イ これに対し，原告は，最高価格をもって申込みをした者には地方自治法

２３４条３項に基づいて保護されるべき利益がある旨主張する。しかし，

同項は，地方自治体の売買，賃借，請負，その他の契約において一般競争

入札又は指名競争入札を実施する場合に，公正性，価格の有利性等を確保

する観点から同項のルールに基づいて契約の相手方を選定することを明20 

らかにしているにすぎず，通常の私人間の契約締結に当たり，自由競争の

範囲内で最良の条件を提示する相手方を契約相手に選定することと変わ

りがないものであるから，いわゆる処分性の有無とは何ら関係がない。  

 (2) 争点２（本件落札決定が「処分その他公権力の行使に当たる行為」〔行政

事件訴訟法３条２項〕に当たるか）について 25 

  （原告の主張） 
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   上記(1)の（原告の主張）のとおり，地方公共団体が一般競争入札において

落札者を決することは，地方自治法２３４条１項に基づき一般競争入札を行

い得るという地方自治体の優越的地位に基づく公権力の発動に他ならない

し，これを一般競争入札の参加者からみると，地方自治体の契約相手方とし

てその権利義務に直接影響を及ぼす法的効果を受けることとなる。そうする5 

と，最高金額の入札者をもって落札者とする一般競争入札における落札者の

決定は，「処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たり，取消訴訟の対象

となる。 

   したがって，本件入札においてされた本件落札決定も「処分その他公権力

の行使に当たる行為」（行政事件訴訟法３条２項）に当たる。 10 

  （被告の主張） 

   上記(1)の（被告の主張）のとおり，契約締結の相手方を決める入札におけ

る落札者の決定は，契約締結の準備的行為にすぎないから，落札者の決定が，

法の認める優越的な意思の発動や，優越的地位に基づく公権力の発動でない

ことは明らかである。そうすると，本件入札においてされた本件落札決定は，15 

権力の主体である公共団体が行う行為のうちで，その行為により直接国民の

権利義務を形成し，又はその範囲を確定することが法律上認められているも

のとはいえないから，「処分その他公権力の行使に当たる行為」（行政事件訴

訟法３条２項）に当たるとはいえない。 

第３ 当裁判所の判断 20 

 １ 「処分その他公権力の行使に当たる行為」の意義について 

   争点１，２は，いずれも取消訴訟の対象とされる「処分その他公権力の行使

に当たる行為」（行政事件訴訟法３条２項）の該当性に関わるところ，「処分そ

の他公権力の行使に当たる行為」とは，公権力の主体たる国又は公共団体が行

う行為のうち，その行為によって，直接国民の権利義務を形成し，又はその範25 

囲を確定することが法律上認められているものをいう（最高裁昭和３７年（オ）
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第２９６号同３９年１０月２９日第一小法廷判決・民集１８巻８号１８０９頁

等参照）。 

２ 争点１（本件入札無効決定が「処分その他公権力の行使に当たる行為」〔行政

事件訴訟法３条２項〕に当たるか）について 

 (1) 一般競争入札についての地方自治法等の定めと検討 5 

   地方自治法は，一般競争入札を，指名競争入札及び随意契約等と併せて，

地方公共団体が貸借等の契約を締結する際の契約締結方法の１つとした上

で（２３４条１項），これを原則的な契約締結方法として位置付けている（同

条２項）。そして，地方自治法は，普通地方公共団体が一般競争入札に付する

場合においては，契約の目的に応じ，予定価格の制限の範囲内で最高又は最10 

低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とし（同条３項本文），当

該契約につき契約書を作成する場合には契約当事者による契約書への記名

押印により契約が確定する旨定めている（同条５項）。 

   また，被告において，賃貸借等の契約締結について定める大阪市契約規則

（制定昭和３９年４月１日規則１８。甲１０）においても，一般競争入札を15 

指名競争入札及び随意契約等と並ぶ契約締結方式の１つとして位置付ける

とともに（１２条～１８条），入札について，入札方法（２５条）及び入札（入

札書の提出）が無効とされる場合（２８条）等を定めた上で，各契約締結方

式を通じ，一定の場合には契約書の作成を省略することができ（３４条１項），

契約書の作成を省略したときは，落札者等が記名押印した見積書，請書その20 

他の文書をもって契約書に代用するものとする一方（同条２項），契約書を作

成する場合には，契約管財局長が同規則３２条１項の規定に従って提出され

た落札者等の記名押印のある契約書に記名押印した時に契約が確定すると

し（同条４項），この契約確定前において，契約を締結することが著しく不適

当であると認められるときは，契約管財局長が契約締結を行わないものとす25 

る旨定めている（同条２項）。 
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   これらの定めは，一般競争入札による契約締結が機会均等などの理念に最

も適合して公正であり，かつ，価格の有利性を確保し得ることから，地方公

共団体が契約を締結する場合にはこれによることを原則とすることで，地方

公共団体が締結する契約について，価格等の契約内容や契約の相手方の選考

及び確定方法を明らかにするとともに，一般に，契約が申込みと承諾によっ5 

て成立し，契約書の作成に特別の効力があるわけではないことを踏まえ，一

般競争入札の方法によってされる地方公共団体の契約締結における契約の

確定時期に関し，契約書を作成する場合等について特に定めたものと解する

ことができる。そうすると，本件入札は，契約書の作成が省略される場合に

該当しない本件契約の締結の前段階として，本件契約の相手方の選考方法で10 

あるとともに，本件契約によって被告が受領する対価の額を決する過程とし

て位置付けることができ，本件契約の準備的行為にすぎないということがで

きる。そして，本件契約の準備的行為である本件入札において，入札（入札

書の提出）が適式なものでないことを理由として入札（入札書の提出）が無

効である旨の決定がされたとしても，これは，本件契約の相手方の選考等の15 

過程において，選考等の前提としての適式な申込みがなかったことを明らか

にしたものにすぎず，事実を通知したものというべきである。 

   したがって，本件入札無効決定は，被告による本件契約の相手方の選考等

の過程において，適式な申込みがなかったという事実を通知したものであっ

て，公権力の行使に当たる行為として，直接国民の権利義務を形成し，又は20 

その範囲を確定する性質を有するものとはいえない。 

 (2) 原告の主張について 

   これに対し，前記第２の４(1)の（原告の主張）のとおり，原告は，地方自

治法２３４条３項は，一般競争入札においては，最高価格で入札した者を自

動的に落札者とする旨を定め，最高価格による入札者が，地方公共団体と一25 

定の契約を締結する権利を有するとともに同契約の締結を義務付けられて
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いるから，入札（入札書の提出）を無効とする旨の決定についても，入札し

た者に対して落札者となる可能性を奪うものとして，直接国民の権利義務に

影響を及ぼす法的効果を有している旨主張する。 

   しかしながら，地方自治法２３４条３項が，一般競争入札において最高価

格で入札した者を落札者とする旨を定めているのは，自由競争の範囲内で地5 

方公共団体にとって最良の条件を提示する者をその契約の相手方とすると

いう選考方法・基準を明確にしたものというべきであるし，最高価格による

入札者が地方自治体と一定の契約の締結（契約書の作成）を義務付けられて

いるのも，このような入札者を落札者と決めて契約の相手方及び価格につい

ての両者の意思が合致することにより，当該契約の予約が成立したことによ10 

る効果であると解される。そうすると，この過程は，私人間における契約の

締結と基本的に異なるところがなく，入札（入札書の提出）を無効とする旨

の決定は，契約の相手方の選考においてその選考対象から除外されたことを

意味するものにすぎないから，公権力の主体たる公共団体が行う行為のうち，

その行為により直接国民の権利義務を形成し，又はその範囲を確定するもの15 

に当たるとはいえない。なお，原告は，最高裁判所平成１５年（行ヒ）第２

０６号同１６年４月２６日第一小法廷判決・民集５８巻４号９８９頁，最高

裁判所平成１４年（行ヒ）第２０７号同１７年７月１５日第二小法廷判決・

民集５９巻６号１６６１頁を指摘して，本件入札無効決定についても取消訴

訟の対象とすべき旨主張するが，前者は，食品衛生法に基づき検疫所長が食20 

品等の輸入の届出をした者に対して行う当該食品等が同法に違反する旨の

通知が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとしたもの，後者は，医療法

に基づき都道府県知事が病院を開設しようとする者に対して行う病院開設

中止の勧告が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとしたものであって，

いずれも事案を異にし，本件に適切でない。 25 

   したがって，原告の上記主張を採用することはできない。 
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 (3) 小括 

   よって，本件入札無効決定は，「処分その他公権力の行使に当たる行為」（行

政事件訴訟法３条２項）に当たるとはいえない。 

３ 争点２（本件落札決定が「処分その他公権力の行使に当たる行為」〔行政事件

訴訟法３条２項〕に当たるか）について 5 

  上記２において説示したとおり，本件入札は，被告が本件契約の相手方を選

考するための方法として，本件契約の準備的行為にすぎないというべきである

から，本件入札においてＡを落札者であるとした決定（本件落札決定）も，本

件契約の準備的行為としてその相手方についての選考結果を明らかにしたも

のというべきである。 10 

  したがって，本件落札決定も，公権力の行使に当たる行為として，直接国民

の権利義務を形成し，又はその範囲を確定する性質を有するものとはいえず，

「処分その他公権力の行使に当たる行為」（行政事件訴訟法３条２項）に当たる

とはいえない。 

４ 結論 15 

  以上によれば，原告が取消しを求めている本件入札無効決定及び本件落札決

定は，いずれも「処分その他公権力の行使に当たる行為」（行政事件訴訟法３条

２項）に当たるとはいえず，取消訴訟の対象に該当しないから，その余の点に

ついて判断するまでもなく，本件訴えは，不適法な訴えとしていずれも却下す

べきである。 20 

  よって，本件訴えは不適法であるからいずれも却下することとし，主文のと

おり判決する。 

大阪地方裁判所第７民事部 

 

裁判長裁判官      山   地       修 25 
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裁判官      新   宮   智   之 

 

 5 

 

裁判官      渡   邊   直   樹 

（別紙（物件目録）省略） 

 

  10 
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（別紙） 

関係法令の定め 

 １ 地方自治法の定め 

  (1) 地方自治法２３４条１項は，売買，貸借，請負その他の契約は，一般競争

入札，指名競争入札，随意契約又はせり売りの方法により締結するものとす5 

る旨規定する。 

  (2) 地方自治法２３４条２項は，同条１項の指名競争入札，随意契約又はせり

売りは，政令で定める場合に該当するときに限り，これによることができる

旨規定する。 

  (3) 地方自治法２３４条３項本文は，普通地方公共団体は，一般競争入札又は10 

指名競争入札に付する場合においては，政令の定めるところにより，契約の

目的に応じ，予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込み

をした者を契約の相手方とするものとする旨規定する。 

  (4) 地方自治法２３４条５項は，普通地方公共団体が契約につき契約書等を

作成する場合においては，当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた15 

者が契約の相手方とともに，契約書に記名押印するなどしなければ，当該契

約は，確定しないものとする旨規定する。 

 ２ 大阪市契約規則（制定昭和３９年４月１日規則１８。甲１０） 

  (1) 大阪市契約規則１条は，大阪市において売買，賃借，請負その他の契約を

する場合においては，別に定めがあるもののほか，この規則の定めるところ20 

による旨規定する。 

  (2)ア 大阪市契約規則第３節（１２条から１８条まで）は，契約方式別の手続

について，一般競争入札，指名競争入札，随意契約及びせり売りの契約方

式がある旨規定する。 

   イ 大阪市契約規則第４節（１９条から３１条の４まで）は入札について規25 

定するところ，同規則２５条は，一般競争入札の入札方法を規定し，同規
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則２８条は，入札者の記名押印がない入札（同条４号）及びその他入札に

関する条件に違反した入札（同条１０号）等は，無効である旨規定する。 

  (3)ア 大阪市契約規則３２条１項前段は，大阪市から落札者に決定する旨又

は契約の相手方とする旨の通知を受けた者は，契約管財局長が指定する期

限までに契約書に記名押印の上，契約管財局長が定める書類を添えてこれ5 

を提出しなければならない旨規定する。 

   イ 大阪市契約規則３２条２項は，同条４項の規定により契約が確定する前

において，落札者に決定する旨又は契約の相手方とする旨の通知を受けた

者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあ

ることその他の理由により著しく不適当であると認められるときは，契約10 

管財局長は契約の締結を行わないものとする旨規定する。 

   ウ 大阪市契約規則３２条４項は，契約は，契約管財局長が同条１項の規定

により提出された契約書に記名押印した時に確定する旨規定する。 

  (4)ア 大阪市契約規則３４条１項は，同項に定める一定の場合に該当すると

きは，契約書の作成を省略することができる旨規定する。 15 

   イ 大阪市契約規則３４条２項は，同条１項により契約書の作成を省略した

ときは，落札者又は相手方が記名押印した見積書，請書その他の文書をも

って契約書に代用するものとする旨規定する。 


